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令和５年(２０２３年)１２月１日

厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 ス ポ ー ツ 振 興 課

（第１０４号議案）

中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第２０条 （略） 第１条～第２０条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第１２条、第１８条関係） 別表（第１２条、第１８条関係）

１ 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ １ 中野区中部スポーツ・コミュニティプラザ

⑴ 団体使用 ⑴ 団体使用

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、屋外運動広場の照明設備にあって

は、当該照明設備の使用に要する時間１時間までごとに４００円とし、当

該照明設備以外の附帯設備にあっては、単位時間ごとに２３０円とする。

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、屋外運動広場の照明設備にあっては、

当該照明設備の使用に要する時間１時間までごとに５００円とし、当該照

明設備以外の附帯設備にあっては、単位時間ごとに２３０円とする。

単位時間 限度額

施設名

屋外運動広場 体育館 多目的ルーム

午前９時３０分～午前

１１時３０分

５，０００円 ６，２００円 ８００円

午前１１時４５分～午

後１時４５分

５，０００円 ６，２００円 ８００円

午後２時～午後４時 ５，０００円 ６，２００円 ８００円

午後４時１５分～午後

６時１５分

５，０００円 ６，２００円 ８００円

午後６時３０分～午後

８時３０分

５，０００円 ６，２００円 ８００円

単位時間 限度額

施設名

屋外運動広場 体育館 多目的ルーム

午前９時３０分～午前

１１時３０分

６，０００円 ７，４００円 １，０００円

午前１１時４５分～午

後１時４５分

６，０００円 ７，４００円 １，０００円

午後２時～午後４時 ６，０００円 ７，４００円 １，０００円

午後４時１５分～午後

６時１５分

６，０００円 ７，４００円 １，０００円

午後６時３０分～午後

８時３０分

６，０００円 ７，４００円 １，０００円
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⑵ 個人使用 ⑵ 個人使用

備考 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間１時間（１時間に満た

ない場合は、１時間とする。）につき単位時間１時間以内の限度額とする。

備考 単位時間を超過した場合の限度額は、超過時間２時間（２時間に満たな

い場合は、２時間とする。）につき単位時間２時間以内の限度額とする。

２ 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ ２ 中野区南部スポーツ・コミュニティプラザ

⑴ 団体使用 ⑴ 団体使用

ア 体育館及び多目的ルーム ア 体育館及び多目的ルーム

備考 （略） 備考 （略）

イ 温水プール イ 温水プール

単位時間 限度額

施設名

トレーニングルーム

１時間以内 一般（高校生以上）１００円

単位時間 限度額

施設名

トレーニングルーム

２時間以内 一般（高校生以上）４００円

単位時間 限度額

施設名

体育館 多目的ルーム

午前９時３０分～午前

１１時３０分

８，６００円 １，０００円

午前１１時４５分～午

後１時４５分

８，６００円 １，０００円

午後２時～午後４時 ８，６００円 １，０００円

午後４時１５分～午後

６時１５分

８，６００円 １，０００円

午後６時３０分～午後

８時３０分

８，６００円 １，０００円

午後８時４５分～午後

１０時４５分

８，６００円 １，０００円

単位時間 限度額

施設名

体育館 多目的ルーム

午前９時３０分～午前

１１時３０分

１０，２００円 １，２００円

午前１１時４５分～午

後１時４５分

１０，２００円 １，２００円

午後２時～午後４時 １０，２００円 １，２００円

午後４時１５分～午後

６時１５分

１０，２００円 １，２００円

午後６時３０分～午後

８時３０分

１０，２００円 １，２００円

午後８時４５分～午後

１０時４５分

１０，２００円 １，２００円
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⑵ 個人使用 ⑵ 個人使用

備考 備考

１ （略） １ （略）

２ トレーニングルームに係る単位時間を超過した場合の限度額は、超過

時間１時間（１時間に満たない場合は、１時間とする。）につき単位時

間１時間以内の限度額とする。

２ トレーニングルームに係る単位時間を超過した場合の限度額は、超過

時間２時間（２時間に満たない場合は、２時間とする。）につき単位時間

２時間以内の限度額とする。

３ （略） ３ （略）

３ 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ ３ 中野区鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ

⑴ 団体使用 ⑴ 団体使用

ア 体育館 ア 体育館

区分 単位時間 限度額

１コース １時間以内 ２，４００円

全コース １時間以内 １４，５００円

区分 単位時間 限度額

１コース １時間以内 ２，９００円

全コース １時間以内 １７，３００円

単位時間 限度額

施設名

トレーニングルーム 温水プール

１時間以内 一般（高校生以上）１００円 一般（高校生以上）２００円

中学生以下１００円

単位時間 限度額

施設名

トレーニングルーム 温水プール

２時間以内 一般（高校生以上）４００円 ―

１時間以内 ―一般（高校生以上）３５０円

中学生以下２００円

単位時間 限度額

平日 土曜日 日曜日及び休日

午前９時～午後０時 １８，４００円 ２２，２００円 ２２，２００円

午後１時～午後５時 ２５，６００円 ３０，９００円 ３０，９００円

午後６時～午後８時３０ １９，７００円 ２３，７００円 ３５，５００円

単位時間 限度額

平日 土曜日 日曜日及び休日

午前９時～午後０時 ２１，９００円 ２６，４００円 ２６，４００円

午後１時～午後５時 ３０，５００円 ３６，８００円 ３６，８００円

午後６時～午後８時３０ ２３，４００円 ２８，２００円 ４２，３００円
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備考 （略） 備考 （略）

イ 温水プール イ 温水プール

ウ 多目的ルーム ウ 多目的ルーム

備考 （略） 備考 （略）

エ 第一会議室 エ 第一会議室

分（日曜日及び休日におい

ては、午後９時４５分）

午後９時～午後１０時３

０分

８，４００円 １０，０００円 ―

分（日曜日及び休日におい

ては、午後９時４５分）

午後９時～午後１０時３

０分

１０，０００円 １１，９００円 ―

区分 単位時間 限度額

１コース １時間以内 ２，５００円

全コース １時間以内 １７，５００円

子供用プール １時間以内 １，８００円

区分 単位時間 限度額

１コース １時間以内 ３，０００円

全コース １時間以内 ２０，８００円

子供用プール １時間以内 ２，１００円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ８００円

午後１時～午後３時 ４００円

午後３時３０分～午後５時３０分 ４００円

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に

おいては、午後９時）

６００円（日曜日及び休日においては、８０

０円）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

４００円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ９１０円

午後１時～午後３時 ５２０円

午後３時３０分～午後５時３０分 ５２０円

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に

おいては、午後９時）

７７０円（日曜日及び休日においては、９１

０円）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

５２０円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ４００円

午後１時～午後５時 ６００円

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に ４００円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ５２０円

午後１時～午後５時 ７７０円

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に ５２０円
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備考 （略） 備考 （略）

オ ミーティングルーム オ ミーティングルーム

⑵ 個人使用 ⑵ 個人使用

ア 体育館 ア 体育館

イ 温水プール イ 温水プール

おいては、午後９時）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

２００円

おいては、午後９時）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

２６０円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ４００円

午後１時～午後３時３０分 ３００円

午後４時～午後６時３０分 ３００円

午後７時～午後９時 ３００円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 ５２０円

午後１時～午後３時３０分 ３９０円

午後４時～午後６時３０分 ３９０円

午後７時～午後９時 ３９０円

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 各単位時間１回につき

一般（高校生以上）３００円

中学生以下１００円

午後１時～午後５時

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に

おいては、午後９時４５分）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

単位時間 限度額

午前９時～午後０時 各単位時間１回につき

一般（高校生以上）３６０円

中学生以下１７０円

午後１時～午後５時

午後６時～午後８時３０分（日曜日及び休日に

おいては、午後９時４５分）

午後９時～午後１０時３０分（日曜日及び休日

を除く。）

単位時間 限度額

１時間以内 一般（高校生以上）２００円

中学生以下１００円

単位時間 限度額

２時間以内 一般（高校生以上）６００円

中学生以下２８０円

１時間以内 一般（高校生以上）３００円

中学生以下１４０円
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備考 （略） 備考 （略）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前に中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例別表１⑴の表に掲げ

る施設（屋外運動広場の照明設備を含む。）、同条例別表２⑴の表に掲げる施

設及び同条例別表３⑴の表に掲げる施設について施行日以後に係る使用の

承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の別表１

⑴の表、別表２⑴の表及び別表３⑴の表の規定を適用した額とする。


